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はじめに 

昨今、「女性の活躍」や「ジェンダー平等」などと「女性」が強調されています。いまだ

に残る性差別、性暴力などの是正のためにも、推進すべきです。 

その内容で大切なのは働く女性の健康状態です。心身の健康状態は不調になり続けていま

す。「人口減少社会」が強調されていますが、女性の心身の健康状態の疲弊は、「少子化」「出

生率低下」の重要な要因の一つともなっています。 

 

性差別と性差の混同は間違いです 

日本では「ジェンダー」の使い方で、性差別と性差を混同して同じように使っていますが、

これは間違いです。 

女性の健康状態をみるには性差からの基準・調査が必要です。男女の性差、それは男女の

生涯にわたる心身の違いであり、そのための母性保護とは、一生涯の女性保護であり、女性

の妊娠出産期だけの一時的なものではありません。 

しかも今の職場では、男女の「均等」「平等」を理由に、基本的・根本的な性差を放置し

無視する【男女同一の仕事対応】が求められています。これは【男女平等の労働対応】ではあり

ません。正しい意味での【ジェンダー平等】でもありません。性差があるのに長時間・過密

労働・危険有害労働が「男女同一」に強いられることになります。その結果、働く男女とも

に、今までにない苛酷な労働実態となり、とくに働く女性への健康リスクが強まり、実質的

な働く女性への差別労働になっているのです。 

２０２４.１１.１６ 自治労東北地連女性集会 

 

男女の心身は違って当然 

働き方も違って当然   

 

一般社団法人全国労働安全衛生研究会 代表  山田 厚 
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すでに、男女の労働者から「管理職になりたくない」「体調の問題で降格して欲しい」などの話も

あり、メンタルなどの「不調からの離職」も増えています。非正規では「正規にならなくていい・・・」

との実態もあります。それは特に女性労働者からです。 

また、当然ですが、この２～３年ほど性差医学も注視（＝再生）され始めてきました。それは、危

惧してきた女性の心身の健康破壊が隠しようなく広がってきているからです。 しかし労働におけ

る対応が不十分なままです。そこで 

・そもそも、男女の心身の違いの性差とは？  

・そのため労働法の危険有害労働における男女の性差の取り扱いとは？ 

安心して働き続けるためにも、これらのことを検討し考えていかなければなりません。 

 

１．性差とは、個人の考え方の問題ではありません 

社会的・文化的につくられる性別差からの差別があります。それとは別の身体的・心理的な性

別差である性差があります。それは個人の考え方の問題ではありません。 

ジェンダー（gender）とは、社会的・文化的につくられる性別差です。 

性別（sex）＝生物学的な＝身体的（心理的）の性差です。 

❶ 骨格による性差 

 

特に骨盤に大きな性差があります。男性の骨盤は幅が狭く、上下に深くなっています。ま
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た膝の軟骨も大きく、これは重いものを受けとめる身体を動かす筋力労働に都合よくできて

います。女性の骨盤は幅が広く浅い状態で、骨盤に囲まれた空間である骨盤腔（クウ）が大

きく出産時に胎児が通りやすい骨産道なっています。 

また、女性の足は骨盤幅が広いこともあり✕脚が多くなります。そのため、飛んだり跳ね

たりする労働では脚や膝に負担がかかり膝関節痛になりやすいのです。さらには軟骨の変

性や摩耗が生じ、骨が変形して変形性膝関節症に女性はなりやすいのです。 

❷ 体格による性差 

 体格の性差は明らかです。日本の男女２４歳の平均でみると、男性より女性は身長１７セ

ンチほど低く、体重で２０キロほど軽くなっています。男性からみると１２歳か１３歳の少

年期の男性平均が、成人女性の平均です。 

 

２４歳平均 男 性 女 性 

身長 平均 １７２．７ｃｍ １５５．９ｃｍ 

体重 平均 ６８．６㌔ ４９．２㌔ 

      厚生労働省『国民健康・栄養調査』２０２３年 

                     ↓ 

労働用具は、男性成人サイズでの机・いす・マウス L・保護具・機器類となっています。 

❸ 筋力・体力・瞬発力による性差 
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               ↓ 

   高所作業・保安作業などは女性の危険率が高くなる 

 

 

❹ 血液や貧血における性差 

血液の内容においても性差があります。人間ドックでは血液検査基準が異なります。 
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男性のほうが高い血液検査項目には、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、クレア

チニン、尿酸、中性脂肪、γ-GTなどがあります。 

女性のほうが高い項目には、HDL-コレステロールがあります。これらの項目は男女間の基

準範囲が異なります。これは、男性ホルモンや女性ホルモンの影響があるからです。 

女性に多い貧血 

貧血は血液中の、「赤血球」の「量」と「質」が低下している状態です。この状態

になると、駅の階段を上るような軽い動作でも動悸、息切れがする、疲れやすい、

顔色が悪くなる、頭が重いなどの症状が出ます。 

❺ 有害物質による抵抗力の性差 

女性は有害物質に対する抵抗力が、「臓器の違い」から弱いことが明らかとされています。 

これは新しい命を生み出すために身体の機能が優先されているからです。そのため有害物

質の解毒・排泄の働きが強くありません。 

同時に母体のリスクは、新しい命へのリスクに直接影響しています。 
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                 ↓ 

厚生労働省の調査によれば女性の飲酒率は増加傾向にあり、妊娠中の飲酒による胎児への

悪影響があります。特に、胎児性アルコール症候群（FAS）も指摘されてきました。飲酒をほぼ毎

日続けた場合、男性が肝障害を起こし得る割合より女性の方が高く、アルコール障害や依存

症を多くします。 

また、妊娠中の喫煙は胎児の健康に悪影響を及ぼす可能性があるだけではなく、受動喫煙で

も影響が報告されてきました。しかし、男性の生活習慣の飲酒と喫煙は減ってきているものの、女

性は増えつづけています。 

薬の作用の性差は「臓器の働きの違い」 

「女性の体内に薬が残りやすい原因は、体格の差ではなく「臓器の働きの違い」だと分か

ってきました。たとえば小腸。女性は小腸で薬を吸収する速さが、男性よりも遅い傾向があ

り、薬は時間をかけて吸収され、男性より長時間にわたり作用し続けます。そして肝臓。薬

の成分を輩出する速さも、女性は男性より遅い傾向があるため、薬が体内に蓄積、濃度が高

くなり、薬の作用が強くでます。そのため、女性は男性より副作用のリスクが高いのです。 
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ＮＨＫ「シリーズ“男性目線”変えてみた第１回性差医療の最前線」（２０２３年４月２９日放送）より 

●尿道の短さや外部に内臓が接している点からも女性には清潔さが必要です 

❻ 身体疾病における性差 

 

(２０２３年４月２９日ＮＨＫ放送内容) 

❼ 頭痛やメンタルヘルスにおける性差 

全年齢で男性より女性のうつ・躁うつ病・トラウマの患者数が多い 

メンタルヘルス不調は全年齢で女性が高く、それは厚生労働省の『患者調査』でも明らかで

す。妊娠・出産、育児、介護などがきっかけになると言われていますが、その根底には当然、労働

実態もあります。この調査をみても、３０歳代からはじまり、４０歳代～５０歳代が最高数であること

からも、押し上げているのは働く女性だということが容易に理解できます。なお、トラウマも女性が

強く・長く引きずるとされています。 
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❽ 長時間・過密労働における疲労度の性差 

女性の超過勤務は１日２時間未満とされていましたが、その根拠も様々に性差として調べてい

ました。以下は６０年前の調査です。 

 

●深夜勤務を続けるとどうなるか、性差の違い 特に女性に乳がんのリスク 

日本の乳がんと前立腺がんの増大！これは夜間労働の影響がＷＨＯとＩＬＯからも指摘されて

います。 
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❾ ＶＤＴなどの機器による作業にも性差がある 

 

❿ 騒音や振動や快適温度における性差  

女性は、騒音・振動にリスクがあります。快適温度では、男性より１～２度高めが必要です。 

また、女性には特有の足冷え感があります。 
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１９８０年代の性差研究をあらためて今の労働実態から考えよう！ 
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女性が「弱い性」で 男性が「強い性」ということではありません。 

危険有害労働が性差で異なり、いのちを生む「強い性」でもあります。 

女性は 「強い性」です。新しい生命を生み出すことや労働における特性として、忍耐強く、丁寧

であり、痛みに強いとも言われています。だから企業側も女性労働を切ることができません。 

男性は重筋労働に強くても「弱い性」でもあります。死にやすい、ボッキリ折れやすい・・・。つま

り男女の「強い」「弱い」を比べること自体がおかしいのです。それぞれの性差があることを認識し

合うことです。このことが、今の職場ではどこかに飛んで（失われて）います。 

危険有害労働・長時間過重労働は男女ともに規制・制限すべきであり、特に女性にリスクが強

く、働き生き続けるためにもやるべきではないということです。 

 

２．「性差別」と「性差」の区別が曖昧にされています 

よく、まじめなリベラルな方からも「ジェンダー平等なのに性差はいけない」などと言わ

れます。これは〝性差〟と〝ジェンダー〟での性差別を安易に混乱・混同し、同義語のよう

に使われているからです。しかし、それぞれ用語と概念からも区別すべきなのです。 

国際的にも混同されてきたものの、混乱を是正するために２０年ほど前から使い分けの必

要性や性差の知識が求められていました。国際的な提言もみていきましょう。 

 

ＩＬＯ「男女は同様ではない、多くの女性は健康リスクを少ししか知らない」 

ＩＬＯ（国際労働機構）の労働安全衛生の百科全書 

生殖に関する相違以外は、女性と男性の作業者は職場健康危害要因とそのコントロール対策によっ

て同様に影響を受けるという一般的な誤解があります。女性は男性と多くの同じ障害に苦しみます

が、両者は身体的、代謝的、ホルモン的、生理的に、そして心理的に異なっています。例えば、女性

の平均サイズと筋肉量がより少ないことから、保護用の衣服や装置がフィットする点や適切に設計さ

れた手工具が利用可能である点など特別な注意を必要とします。多くの女性は、自分が直面する健康

リスクについてあまりにも少ししか知りません。したがって、これらのリスクをコントロールし、重

大な疾病や傷害から自身を守るためにとる対策についても、あまりにも知らなさすぎます。 

（『ＩＬＯ産業安全保健エンサイクロペディア』２００４年） 
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米国立科学アカデミー 

「セックスとジェンダーが曖昧に使われてきたが、著しい性差がある」 

アメリカ国立アカデミー 

セックス差とジェンダー差の生物学を理解するための委員会の提言 

ヒトの疾病にはいまだ説明できない顕著な性差が存在するということがあげられる。・・・男性で

あること、あるいは女性であることは、ヒトの生涯にわたって健康と病気を左右する重要な基礎的変

数である。・・・歴史的にセックスとジェンダーという言葉は、研究結果を報告する上であいまいに、

そしてときに不適切に使われてきた。このような状況はより一層の明瞭さをもって矯正されていくべ

きである。 生涯にわたり、性差は存在し、発達していくが、それらの差すべてが単に性ホルモンに

よるものではないヒトの疾病には、現段階では説明されえない、著しい性差があるということである。 

（セックス差とジェンダー差の生物学を理解するための委員会の提言『性差医学入門』２００５年） 

このように、アメリカの国立科学アカデミーでは、ＩＬＯと同じ内容で、性差を基本として、「セック

ス」と「ジェンダー」という用語と概念は、明確に使い分けをしないと混乱する、としています。男女

間の性差を明確にして生物医学研究や疾病対策などに反映させるべきであると提言しています。 

 

日本では性差医療がはじまっていても性差の概念が労働現場で希薄 

現在、多くの女性の健康不調から性差医療が強調されはじめました。しかし、日本の労働現場

では〝性差〟と〝ジェンダー〟のその混乱がいささかも是正されていないどころか、「仕事上の

同一」といった誤謬が進んでいます。戦後からの性差と労働における公的調査と専門的研究も今

日なおざりにされ、特に３０年間ほど止まったままです。そのため労働における性差の知識と意識

が極めて希薄にされ、働く女性の心身の健康の基本である性差に対応する労働が曖昧にされて

いるのです。 

こんな話も聞きました 

●「『ポットの後片付けを男性の職員とも分担していこう』という提案をしたところ、『それなら女性

にも重い荷物を持ってもらうことになるね』と男性職員からの意見があった。」 

●「秋の屋外イベント会場の駐車場係を女性にも割り当てで出された。寒くてトイレもたいへんだ

った。」 

●「防災課ですが、注意報や警報があると男女一緒に庁舎待機となり、夜１０時や完全徹夜が当

然とされている。仮眠ベッドもなく机にうつ伏せでの泊まりとなっている。」 
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これはよくある職場の状況ですが、性差が曖昧にされると、女性労働者の健康と安全上のリス

クを回避することが困難となります。そして女性労働者の乱暴な使われ方とは、かならず働く男女

共に長時間過重労働・危険有害労働が激しくなり、心身の健康破壊が進むのです。 

この場合、「職場全体の人員的な余裕（心の余裕も）がない中」で、男女労働者、特に女性労働

者の疲弊・健康不調が「使い捨て」＝離職「自己都合退職」の不安定雇用の状況に表れるのです。 

これは一貫した日本の政権＝総資本側による「男女同一仕事対応」に向けた労働政策からの原

因であり、その結果なのです。そのため日本社会では「ジェンダー」自体の内容も健康と労働の問

題で不十分となり、また本来の「平等」自体の内容も歪められてしまうのです。 

 

健康問題はＯＫ？？の「ジェンダー平等」の日本の使い方も疑問 

「ジェンダー平等」の内容です。内閣府の男女共同参画局によると、その順位は１４６ヵ国中、日

本は１２５位・・・先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ＡＳＥＡＮ諸国より低

い結果となりました。（２０２３年６月現在）。 

日本の低賃金・社会保障・教育・高い自殺など、様々の分野で国際的にレベルが低いことや状

態が悪いことは明らかです。しかし国はそれらのことをあまり問題にせず改善もないままにしてい

るのに、「ジェンダー」だけ政府自らが「日本は先進国の中で最低レベル」と公言し社会的な運動と

しているのは、不思議です。 

 

それぞれ国における男女比率のみで順位を判断することは、役に立っても、全体としては不十

分です。日本のような〝貧富の格差と貧困〟が激しい社会では、男女別の比率というより、「超富

裕層の男女」と「働くものの男女」の激しい格差が全てにあるからです。 

疑問に感じるのは、日本政府から社会に広げられている「ジェンダー平等」の内容です。次の図

にあるように「教育」「健康」は上位、「経済」は下位、最も低いのが「政治」となっています。つまり

改善すべきは「女性の政治参加」と「管理職男女平等」です。しかしその手前の「女性の健康」は

どうなのかです。 
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ジェンダー・ギャップ指数（GGI）２０２３年 

 

日本の「ジェンダー」の「健康」の扱い方が不十分なまま 

ほぼ「ジェンダー平等」とされている「健康」の扱い方です。記載されている「出生時の

男女割合」と「健康寿命」の二つの比率だけで国際的な順位を判断することは極めて不十分

です。そもそも「平均寿命」「平均余命」統計自体も国際的な基準はありません。各国独自

のバラバラのやり方です。つまり「日本の平均寿命が世界で最も長い」とされても簡単には

信頼できないのです。 

それに健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期

間」とされていますが、ここにこそ〝貧富の格差〟が厳然としてあります。超富裕層を除

いて、圧倒的多くの労働者に激しい労働と経済的な困窮な状態があり、男女ともに健康や健

康寿命も切り縮められるからです。 

これは国際的にも以前から指摘されてきましたが、世帯の所得水準で、死亡の相対リスク

は高まるという統計が出ています。アメリカの平均寿命は、アフリカ系アメリカ人は白人と

比べ７歳短命（『不平等が健康を損なう』）。古代ローマ時代の牧師と奴隷の平均死亡年齢は

４０歳も違っていたとのことです（『平均寿命のナゾ』）。 
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『不平等が健康を損なう』より引用 

 

結局、強調されている政府・経団連側とマスコミの「ジェンダー平等」の主な流れと方向

とは、「政治」「経済」ばかりであり、「管理職における男女平等」は強調されても「健康」

「教育」は良好とは？？では実に疑問です。 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の諸外国でもジェンダー白書では 

 

女性は男性よりも長く生きるが、 

人生のその長い数年間を良好ではない健康状態で過ごす 

女性は男性よりも長く生きる。OECD 加盟国平均では、２０１３年に生まれた女子の平均寿命

は８３.１歳と予測されているが、男子の場合は７７.８歳である。しかし、その長い数年間、女

性の健康状態は悪くなりがちである。 

女性は長寿から恩恵を得る一方で、老後の健康状態が傾向として良好ではない。男性は肺癌や

心臓麻痺など、致死的な疾患にかかる割合が高いが、関節炎やうつ病といった、非致死的で生活

に支障を来たす症状がみられるのは、女性の方が一般的である。２０１４年、６５歳時点での女

性の平均余命は２１.３年であり、男性の１７.８年よりもかなり長い。一方、６５歳時点での健

康余命は男女ともほぼ等しく、女性は９.４年、男性は９.２年である。 

６５歳の時点で、女性は男性よりも約２０％長生きすると予測されるが、健康状態は必ずしも

良好ではなく、長期ケアサービスに依存する割合がはるかに高い。２０１４年、OECD 加盟国全

体で、長期ケア施設の入居者の３分の２は女性であった。長期ケアサービスの質について各国は

十分に把握しておらず、国レベルでモニタリングを行うことはめったにない。知識とデータの不

足を改善することは、長期ケアサービスに依存する人々の生活の質を改善するために不可欠であ

る。 
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女性は早いうちに障害を患いやすい 

多くの人が良好な健康状態で６５歳を迎えるが、職業人生の終わりに近づく頃、かなりの数の

人が、通常の日常活動を行う能力や働くための能力に影響が生じる状態になる。こうした能力の

制限を患うのは男性よりも女性の方が多く、欧州諸国では５０～６４歳の女性の３６％が、健康

上の問題によって日常活動が制限されていると答えているが、男性の場合は３１％である。同年

齢層の機能的移動能力に関して、制限を来たしていると回答する女性は男性よりも５０％多い。 

健康状態の低下は労働と所得に悪影響を及ぼす恐れがある。慢性疾患を抱える人は仕事に就い

ていることが少なく、所得が低い。たとえば、糖尿病患者は平均すると労働時間が数時間短く、

健康上の問題が原因で、就業日を平均で１年当たり２日逃してしまう。癌と診断され、就業を続

けている人は、１週当たりの就業時間が３～７時間少ない。 

２つ以上の慢性疾患を患っている５０～５９歳の女性は、慢性疾患を１つも患っていない同年代女 

性よりも、就業している割合が３分の１少ないが、２つ以上の慢性疾患を患っている男性の場合、

慢性疾患をひとつも患っていない男性よりも、就業している割合は４分の１少ない。 

明石書店：OECD「図表で見る男女格差 OECD ジェンダー白書２」 

 日本社会では、このような女性の健康におけるジェンダー平等の視点が欠けています。 

 

３．平等とは格差と差別を是正し引き上げる権利のこと 

均衡・均等だけでは全体の権利引き上げにつながらない 

現在、日本社会で使われている労働現場での「平等」という扱い方も歪んでいます。それは、一

般的な「平等」が単なる「均衡」「均等」にされていますが。かならずしも同じ内容ではないのです。 

均衡とはつり合いの取れていること 均等は平等で差がないこと 

均衡  「（『衡』ははかりのさおの意」２つ以上の物、事の間につり合いが取れていること。」 

均等  「平等で差のないこと。平均していること」   『広辞苑』 

 

労働における権利として平等とは、権利を守り、権利を平等に引き上げることが基本原則で

す。しかし一般的な単なる均衡・均等では、この間の「働き方改革」のなかで、逆に「平等」

を口実にした均衡・均等で正規の権利引き下げもあるからです。いくつもの企業がはじめて

います。通勤費やロッカーなどでは改善されているものの・・・、すでに「平等に向けて、

つり合いがとれるよう」にと正規労働者の福利厚生や手当が「非正規労働者のためにも均等
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に向けて」と下げられている状況があります。そして、男女間格差もさらに拡げられている

のです。 

賃金や雇用の差別は続いています 

問題は一般的な「男性―女性」の関係とするのではなく、具体的な【使用者側—労働者側】

＝【「総資本―総労働」】として判断すべきです。 

権利を抜きにした「均衡・均等」の場合、引き下げもあります。 

  



 18 

 

 

 

１０年ほど前の日本経団連の『女性の活躍推進』の狙いをみてみましょう。 

女性の活躍の推進が、単なる女性の権利保護や『女性のための』福利厚生を目的とするものでは

なく、企業の競争力向上を通じた企業価値の向上、ひいては日本の経済社会の持続的成長を実現す

るための成長戦略である。・・略・・女性が働き続けるライフスタイルが広がれば、消費行動にも

変化が生じ、家事・育児関連の商品・サービスの市場の創出・拡大にもつながると考えられる。 

 日本経団連（『女性活躍アクション・プラン』２０１４年） 

本来、女性労働者の活躍を本当に言うのならば、必要なのは女性労働者のための権利の引き

上げです。それは男性労働者の権利に繋がります。「母性保護＝女性保護」「女性の健康確保」

「生理休暇取得」「育児時間実施」や「更年期障害休暇」の対策、「産休・介護育児休業などの不利

益の完全是正」「労働時間短縮」「夜間作業・休日労働の抑制・禁止」「生理・更年期休暇」「危険有

害労働の禁止」「最低賃金などの賃金引き上げ」「不安定雇用の抜本是正」「年少者扶養控除の復

活」「ひとり親家庭優遇税制度拡充」「第一子からの保育料の軽減」「学童保育の充実」「教育の無
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償化」「社会保障の改善」「企業内福利厚生拡大」・・・などなど。 

これらの権利を制度的に進めることが、本来の平等のはずです。しかし経団連＝企業の考えは、

女性を「今まで以上に都合よく働かせたい」、「家事や育児ができなければそれを補う商品・サービ

スを買わせたい、新たな市場としても利益を上げたい」だけとなっているのです。女性労働者のた

めではなく、自分達の企業の利益のための「女性の活躍推進」でしかないのです。それは２０１０

年の『女性の活躍を推進する上での問題点別企業割合』調査でも企業側の考え方がわかります。 

       企業にとっての女性の活躍の問題点 

・「家庭責任を考慮する必要がある」               ４２.１％ 

・「時間外労働、深夜労働をさせにくい」             ２９.８％ 

・「重量物の取り扱いや危険有害業務について、法制上の制約がある」１３.０％ 

（厚生労働省２０１０年『女性の活躍を推進する上での問題点別企業割合』） 

女性労働者の権利破壊の原型は１９７８年の『労働基準法研究会報告』（労働大臣諮問機

関）です。その主旨を要約すると次のようになります。 

『労働基準法研究会報告』の主旨（１９７８年１１月報告） 

・男女平等の確立にむけ、男女が同じ基盤にたって就労することが必要 

・時間外労働および休日労働、深夜業の規則を解消し男性なみにする 

・生理休暇については本来廃止すべきである-など保護条項は後退 

・母性保護の範囲を妊産婦保護だけに限定し改正していく 

「母性保護」を「妊産婦期間の保護」のみであり「女性保護」ではないとして、女性保護廃止への

道を開こうというものでした。これは「男女同一の仕事」にしたいとする【資本の本性】であり当時

は、１９７０年代末期から８０年代にかけて「保護か平等か」「生理休暇は必要か」という大きな労資

の論争が続きました。 

この１９７８年の『報告』には「雇用における男女差別を規制する新法の必要性」も提言され、

１９８６年の男女雇用機会均等法に引き継がれました。妊産婦・育児休業期間を歓迎する内容も

あるものの、抱き合わせで女性の長時間労働や危険有害労働の規制解除への流れがはじまった

のです。その体制側の理由は、いつも「女性の保護とは、むしろ女性の職業選択の幅を狭める結

果となるから廃止は当然」とするものでした。危険有害労働や生理休暇の扱いも変わりました。 

均等法の制定に伴い労働基準法の生理休暇の権利が制限されました 
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旧労働基準法（生理休暇）  

第６７条  使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が

生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。  

「生理に有害な業務に従事する」とは、立ち作業が連続する、筋肉労働を必要とする、身

体の振動をともなう、任意に中断できない、著しく緊張を要するなどの様々な業務であり、

これらの業務の場合、就業が著しく困難でなくても生理休暇が取得できたのです。 

↓ 

８６年改正労働基準法（生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置）  

第６７条  使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日

に就業させてはならない。  

この「生理に有害な業務に従事する」が廃止され、「著しく困難な女性」が追加されまし

た。このことで生休の請求をすると、「管理者から困難な理由を聞かれる」「生休で外出して

いた――と言われた」「みんなにみえる職場のカレンダーに赤丸が付けられる」などとの抑

制が強まりました。実質的に今の多くの職場では死語扱いにされています。 

 

 

長時間労働（残業）・休日労働・深夜労働の制限もなくなっていきました 

１９８６年の前までは、女性労働者にとっての長時間労働や休日・深夜労働は原則禁止と

されていました。妊産婦に限らず、どの女性にとっても避けるべき危険で有害な労働に変わ

りはありません。しかしそれ以降、妊婦のみ、産婦は「本人の申し出た場合」に限定されて

います。この流れは、主に１９８６年からはじまり・・・そして１９９７年労基法改正で女

性保護規定は実質的に全廃となりました。 
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特に「女性の１日２時間以内の残業規制」です。当時、女性の残業が職場段階で強いられ

はじめ、そのことで、「２時間をこえる残業代が支払われない。女性は損をしているから女

性の残業代のためにも２時間規制はやめるべき」との口実があったのです。 

危険有害業務の禁止規制もほとんど撤廃されました。 

次にある表の女性の危険有害作業は、かつて労働安全衛生法〔保護基準規則〕ですべて禁

止されていました。今日では女性の重量物（１号）と有害物質（１８号）を除きすべて撤廃

されました。表は女性労働基準規則のですが、以前は女性保護のため女性すべて「✕」が妊

産婦を除いてほとんど「○」とされてしまいました。産婦の本人申し出による制限「△」は

ありますが、これによって実質的に女性の危険有害作業もできることになったのです。 

そのことによって、残された重量物の制限と有害物質の取り扱い禁止すらも職場では忘

れ去られることになっていきます。 

女性の深夜労働は１９１６年工場法で禁止とされたものの交代制は良しとされ、１９２６

年に署名やＩＬＯ視察団の来日など、またストライキなどもあり１９２９年で禁止となりま

した。しかし戦争中の１９４３年に『工場法戦時特例』が出され、深夜就業などの制限なく

   法制度による女性労働者の長時間･休日･深夜労働への流れ 

① １９８５年以前までは 

女性の残業は１日２時間・１週６時間・年間１５０時間以内の規制、休日労働は禁止 

     ⇩ 

② １９８６年「改正」では  

男女雇用機会均等法にともない有害危険労働の禁止が「規制緩和」。このときの労働基準法の「改

正」で１日２時間の残業規制が廃止。工業･非工業に分けられ、 

事務系では、残業は４週２４時間以内。 

工業系は残業１週６時間に 

     ⇩ 

③ １９９４年「改正」では 

 事務系の残業規制は４週３６時間に。休日労働は４週に１日に 

      ⇩ 

④ １９９７年「改正」では 

女性一般の保護が「規制緩和」となる。妊婦を除いてそれまで残されていた深夜･休日労働・残業

などの「規制緩和」へと向かい、女性一般の保護規定が廃止される 
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なりました。そうすると女性労働の厳しさでみると「新たな戦前」は、すでに始まっている

とも考えられます。 
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※坑内労働の女性禁止は、１９８６年労働基準法も満１８歳以上の女性の坑内労働が臨時・専門職から解

禁され、２００７年にも拡げられる。 

 

おかしなことばかりです 

・女性の身体が３０年〜４０年で進化して危険有害労働に強くなったわけでもありません。 

・そもそも、これでは妊娠初期・本人が妊婦として気がつき、使用者に明らかにするまでが

大切ですが、それが放置されることにもなります。 

・「新規化学物質が増加し科学技術による新たな機械」では、新たな労災の可能性があります。

この場合もカナリア（ガスを検知し発症する鳥）と同じで女性労働者の被災からはじまります。 

・ 「産婦本人の申し出」による危険有害労働からの制限では、企業内の職場に任されることで

限界があります。現在、労働法の改悪が準備されていますが、「企業内労使自治」「本人同

意」を進めようとしています。これでは、全国の基準である労働法の意味をなしません。 

 

男女雇用機会均等法は、女性労働者の雇用と仕事上の「男女均等」に向かったとしても、

全体の権利・労働条件・賃金の向上にいまだにつながっていません。しかも「男女同一の仕

事対応」の考えが強められ、女性の権利破壊が母性保護（性差無視）と低賃賃金と非正規不

安定雇用が強められました。女性をはじめとするスポット・シフト雇用もひろげられていま

す。むしろ賃金や雇用の男女格差を強めながら、そして男女共に苛酷な労働と生活の厳しさ

が強められた３０年間といえます。 

「日本の男は家事・育児をしていない」の責任はどこにあるか 

例えば、政府・独占資本側がマスコミを通じて「ジェンダー平等」として、盛んに言われ

ているのが「国際的にも妻と比べて夫の家事・育児の時間が少ない」ことであり、「男性も

家事・育児をしっかり行うこと」とされていることです。確かにそうです。 
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しかしＯＥＣＤの報告でも、日本の働く者の家庭では、国際的に見ても男女ともに長時間

過密労働です。特に男性は激しく仕事に時間を取られ、家事・育児の時間が最も少なくなっ

ています。妻が午後６時に帰っていたのが７時になり、夫は午後８時に帰っていたのが仕事

で９時、１０時になり、場合によっては１１時…。「過労死しないためにも、寝るのが精一

杯」の実態があります。その場合どこにその原因と責任があるのでしょうか？ 

一般的な「男対女の問題」や「妻と夫の対立関係」？にされるのではなく、働く者の家庭

が共に苦しめられており、長時間過密労働を男女労働者ともに、特に男性労働者からも是正

し、家庭内の子どもと触れ合う時間を増やすべきなのです。そうなると、やはり【使用者側

（総資本）側】－【労働者（総労働）側】の問題となるのです。 

政府・独占資本側は、働かせている使用者側の責任から、労働者家庭内の「やりくりや考

え方の問題」として転嫁しているのです。それは労働者の〝目をそらせ〟〝すり替え〟〝苛

酷な負担〟を押しつけているのです。 

かつて３０数年ほど前も同じように「男性も家事・育児をしっかり行うこと」が盛んに言

われている時期がありました。その当時とは、女性労働者の労働時間や危険有害労働の規制

緩和が「男女の同一の仕事対応」として具体的にはじまろうとしていた時期です。 

このことを考えると、今の時期も、これからさらに女性労働者の働き方を苛酷にして、そ

して男女の労働者全体に厳しい労働と生活を強いようとしている時期ではないかと考えら

れます。 

しかも政府が抱き合わせとして宣伝していた歓迎すべき産前産後休業や育児休業であっ

ても、今や「リスキリング」「資格取得」の期間として煽られ、このままでは「休業」とも

言えなくなってしまいます。また休業で代替え要員がいないので、人が減らされた職場では、
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さらに労働強化とされてしまいます・・・。 

 

子ども置き去りは保育園バス事件の問題だけではありません 

２０２１年の保育園バスの子ども置きざり事故から幾多の類似する事故が明らかとなり

ました。その基本的な原因は保育園の多忙化です。同じことは多くの働く家庭でもあります。 

働くお母さんたちの話です 

●「夕方、学童保育に子どもを迎えに行きました。子どもを車に乗せたはずで帰宅すると、

子どもがいません。学童の駐車場に子どもを置きざりにしてしまったのです。あわてて迎え

に行くと、駐車場に呆然と立ちつくす子ども。幸い何事もなく無事その場にいてよかった」。 

●「学童に預けている小学生の子どもを迎えに行き、そのまま直接ピアノ教室へ向かうので

すが、ある時、時間ギリギリまで仕事をして焦っていた私は、子どもを車に乗せたつもりが

乗せずに学校へ置きざりにしたままピアノ教室へ向かってしまいました」。 

●「子どもが塾などへ行っている間に夕飯の買い出しに行き、子どもを迎えに行くのを忘れ

て・・・そのまま帰宅してしまった」。 

多くの働くお母さんたちは、仕事と子育てと家事でギリギリの状態で、朝から晩まで働き

詰めで余裕がなく疲れています。この場合、【使用者（総資本）側－労働者（総労働）側】

の問題としての考え方と取り組みが必要です。 

 また、女性労働者の権利が引き下げられると、男性労働者の権利も低下します。そこから

さらに「同一対応」として過重労働・危険有害労働を女性労働者に求めてくるのです。この

間の経験からも、男女労働者の権利を後退させる悪循環があることが分かります。 

やはり【使う側－使われる側】という違いと利害の対立が、この資本主義社会の基本的根

底に厳然としてあります。男女の格差や差別を是正するためにも、社会的な利害の相違を忘

れてはなりません。 

 

４．現在の男女労働者の実態は過重になっています 

そのため労働強化と権利破壊の進行は、まず結果である労働者側の心身の健康実態を確認

しなければなりません。 

定期健康診断の結果からも男女共に健康破壊が進んでいます 
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官民問わず労働者の健康実態は明らかに不調状態が続いています。労働者の「定期健康診

断結果」（厚生労働省）の有所見率（健康とはいえない要観察・要再検査の人の割合）の悪

化状態が続いています。１９８０年代までは有所見率が１０％台であったものが２００８年

から５０％を超え、「２人に１人以上」の労働者の身体が健康であるとはいえない状態にな

りました。それが２０２３年では５８．９％です。 

特に、かつて「ゆとりがある」と信じられていた自治体労働者の健康状態は、民間の状態

を超える悪化傾向です。自治体職員の定期健康診断結果（地方公務員安全衛生推進協会）では全

国平均をはるかに上回り８０．３％です。 

 

 

この傾向は行政改革・小泉改革以降から、民間の有所見率を上回り、今では８０％台の

職場が増えています。つまり「５人に１人以下」しか健康と言える人はいない状況となっ

ているのです。 

●健康診断や人間ドックの受診状況でも男女差がありました。 

女性の人間ドック・健康診断の受診率が低いのは、やはり非正規労働の無権利状態だからと考

えられます。最近では、検診で健康不調が明らかになっても、男女ともに仕事のゆとりのなさで再

検査が出来ていません。 
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男女のメンタルヘルス不調者や離職＝「自己都合退職」も激増 

また、健康診断結果は身体の健康状態ですから、心の健康状態はそれを上回る不調状態と

なります。自治体労働者の長期病休者（１０万人率）でも最悪状態が続いています。疾病分

類別の長期病休者率をみるとメンタル不調（精神及び行動の障害）は、６３．１％にもなっ

ています。これは「１０年前の約１．６倍、２０年前の約２倍」（地方公務員安全衛生推進

協会）とされています。 
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これまで自治体でも「自己都合退職者」は多く、定年退職までたどり着いた人はその総数

の約半数です。これは、安心して働き続けられないという苛酷な労働実態の結果であり、さ

らに増加していきます。職場をみても女性の心の不調が多く、「自己都合退職」＝「先行き不

安・過労離職」も男性より多い状況があります。 

 

５．性差の典型である生理の問題を考えよう！ 

職場が苛酷だからこそ戦前からもあった生理休暇 

性差は一生涯を通じてですが、そのなかでも典型の一つである生理について検討していき

ましょう。生理の状態は、戦後の労働運動では「女性の健康状態のバロメーター（尺度）」や

「生理休暇の取得は女性の権利状況の現われ」ともいわれてきただけに重要視すべきです。 

生理障害とは、生理痛だけのことではありません。生理がない、生理周期が不規則、前駆

と後期の症状が強い、生理周期が長い、生理前後の精神的な不調、貧血、過食という状態も

生理障害として認識すべきです。 

例えば、「生理がない状態」は、生理痛や手当のないことで、「らく」に思われてきました。

しかし無月経を放置することで、以前から骨粗しょう症や、疲労骨折（起こしやすくなるこ

とが分かっています。また、生理障害が続くと妊娠可能性もなく更年期障害にも苦しむこと

になります。 

生理休暇にいたるまでのあゆみ 

１００年以上前からの用語で「戦時無月経」または「戦争無月経」という言葉がありました。
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第一次世界大戦期のドイツで女性の心身のストレスからの生理障害が指摘されていたから

です。日本では明治に工場制度の導入によって女性労働者の心身の過重労働から「女工無月

経」という言葉すらあったのです。 

日本では戦前から職場によっては生理休暇が要求されてきました。職場によっては戦前に

も生理休暇があったのです。戦前初の生理休暇獲得例として、ストライキを行い１９３１年

の獲得した千寿食品研究所工場や、１９３２年万工舎女子従業員は、日本初の有給生理休暇

を獲得したことが歴史に刻まれています。振動が激しい東京バスの女性車掌にも生理休暇が

あったとされています。この日本の生理休暇は国際的には珍しいのですが、それは日本の女

性の権利が国際的にも高いのではなく、逆に日本の働く女性に労働環境が悪く苛酷な状況が

あったからです。当時の企業家も「生理の女性を働かせるとミスも含めて作業効率が悪くな

るから休ませた方がいい」としたからです。 

戦後の１９４７年労働基準法の制定時でも、生理休暇はＩＬＯ（国際労働機構）の規定にも

なく、ＧＨＱ（占領連合国軍総司令部）の理解も足りませんでした。しかし当時の女性活動

家の頑張りで労働基準法に生理休暇が入りました。 

 

月経不順などの生理障害の傾向が強まっています 

今の女性の生理のかってない有訴者率の高まりをみても、多数の今の女性労働者の苛酷な

労働と心身の健康不調の実態をあることが容易に想定できます。 

生理の状態が、健康状態のバロメーター・尺度なのに 

―強まる月経不順・月経痛における有訴者率―  

１９９２年 有訴者率 

１５～２４歳  ２５～３４歳  ３５～４４歳  ４５～５４歳 

     ２７．４    ２８．５    ２１．４    １６．１ 

２０１３年 有訴者率 

２０～２９歳  ３０～３９歳  ４０～４９歳  ５０～５９歳 

     ４７．３    ４２．７    ４１．３    ８．３ 

２０１６年 有訴者率 

２０～２９歳  ３０～３９歳  ４０～４９歳  ５０～５９歳 

     ５０．７    ４３．０    ４１．２    ９．４ 

                ⇩ 
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２０１９年 有訴者率 

２０∼２４・２５∼２９歳  ３０∼３４・３５∼３９歳  ４０∼４４・４５∼４９歳  ５０∼５４・５５∼５９歳 

 ４５.５ ５３.５ ５２.５ ４３.９ ４３.２ ４６.４ １７.３ １.７ 

 ※年齢層区分が変更されましたが。その増加は明らかです。 

厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

女性アスリートの生理状態は働く女性にも共通しています 

激しいスポーツをする今の若い女性アスリートの多くが無月経・生理異常であることも知

られています。この実態の調査は進んでいますが、働く女性に関しては公的調査がほとんど

ありません。しかし女性アスリートの実態をみると、今の働く女性の実態と共通しているこ

とが分かります。 

女性アスリートの生理の異常は、特に体重が競技に影響するような体操やフィギアスケー

ト、陸上競技などでは、過度なトレーニングによる体重減少により、無月経になることが多

いと以前から問題になっていました。食事制限とともに問題は激しいトレーニングです。 

 

 

 

次の図は多く出されている「女性アスリート状態」ですが、女性アスリートに限らず女性

労働者に共通しています。 
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生理の状態は、労働条件・労働環境状態に結びついています。 

激しいトレーニングの女性アスリートは問題にされても、多数の女性労働者の実態は明ら

かにされていません。しかし「試合中だと生理用品を交換する時間がない」を「仕事中だと」

に置き換えてください。共通していることが分かります。 

民間の調査からも、働く女性の厳しい生理の実態はうかがえます。次のグラフは２０２１

年実施です。 
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男性も女性も、生理や性差の知識が必要になっています。「女性の活躍推進」「ジェンダー

平等」など「女性」「女性」と強調されても、健康診断結果など健康実態の公的調査は男女

別には公表されていません。性差に関する知識や研究も停止状態です。意図的に社会の注意

がそらされています。そのため生理においても夫婦でも男性側の理解が極めて欠如していま

す。ましてや職場では乱暴な「男女同一の仕事」の長時間過重労働です。 

この過重労働・長時間労働が基本的に生理障害を引き起こします。精神的なストレスであ

るパワハラ・セクハラからも状態は悪くなります。また寒冷作業・コンクリート床面・立ち

作業・車など振動作業・深夜労働・緊張過密労働などは、特に生理休暇が必要です。生理障

害による影響は、妊娠・出産にリスクを与え、更年期・閉経期・早老化まで連動します。 

つまり生理は妊娠・出産などとともに典型的な性差であり。労働条件・労働環境が悪いと、

生理の状態が悪くなります。今、その状態はひどくなっています。 

 

６．働く女性の心身の健康状態も悪化しています 

心身の健康と安全状態を、働く女性の立場からも把握しなければなりません。男女総体の

健康診断結果でも、これだけ悪化しているのですから、女性だけ健康ということはまずあり

えません。むしろ女性労働者の健康不調傾向が強くあり、それは使用者側の酷使であるとも

想定できます。 
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しかし、政府統計ではここ３０年ほど働く男女別の健康統計などが公表されていない状況

があります。労働組合としての男女別の大規模な調査もなくなっています。つまり、今の社

会では女性労働者の心身の健康状態、性差からの健康実態がほとんど分からなくされている

のです。「女性の活躍推進」「ジェンダー平等」とされながらも、不思議というより意図的な

作為を感じます。 

 

働く世代の３０歳～６０歳までのがん罹患者は女性が多い 

全年齢の日本人のがん患者数は男性が多いのですが、それは高齢者であり、６０歳未満で

は女性のがんは男性の３倍以上にもなります。これは働く女性の世代です。 

 

男性に比べ、女性の有訴者率、通院率がより増加しています 

一般の調査などからも女性の健康不調は明らかです。 

厚生労働省の有訴者率（人口千人に対する自覚症状のある人の数）を見ると、特に女性の

増加傾向が強くなっています。また、女性特有の疾病・症状－関節痛・肩こり・腰痛・頭痛・

貧血・生理障害・更年期障害などにも苦しめられています。年齢層で見ると２０歳代～５０

歳代の女性に増えています。        

しかも、「イライラしやすい」「眠れない」などメンタルヘルス不全の症状も増加している

ことからも、高齢女性ばかりではなく、働いている女性が有訴者率を引き上げていることは

明らかです。男女ともに状態は悪くなっていますが、特に女性の増悪傾向があります。 

通院率（傷病で通院者の人口千人当たり）も、２０歳以上からは全ての年齢で女性の方が

多いこともわかります。 



 34 

 

 

  

７．女性管理者登用をどうみるか？ 

主に女性議員・幹部登用で女性の「健康」はどこに 

政府と独占資本がマスコミを通じて広げている「ジェンダー平等」とは、「政治」参画と

「経済」参画です。「政治」参画では、「諸外国と比べると大きく立ち遅れている」として、

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が２０１８年に成立し、２０２１年

にも改正されました。それは「ジェンダー」の積極性を強め、特に国会や自治体議会で候補

者・議員の女性の割合を増やすこととしています。 

「経済」参画でみると、そこからようやく重要な「男女の所得格差」問題が出てきます。

ここでは正規雇用と非正規雇用の問題の是正も必要ですが、今ではむしろ、女性幹部や女性

管理職の男女比率問題にされています。『女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２３』の

政府原案が６月に出されました。それによると大企業の東京証券取引所プライム市場の上場

企業について、女性役員（幹部）の比率を２０３０年までに３０％以上とする目標が掲げら

れました。女性役員の登用を後押しし、女性が社会で活躍する環境整備を進めるとのことで

す。こうなると、すでに始まっていますが、さらに職場の女性管理職も男女比率で増やされ

https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80.html
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ていきます。 

 一方「ジェンダー平等」では「教育」や「健康」が国際的にも上位とされているために、

その対応が見えません。しかしこれまで検討してきたように女性労働者の心身の健康は疲弊

し不調傾向が続いています。「女性議員促進」や「女性幹部・管理者登用」とされても、そ

の手前の女性の「健康」対応をしっかりしなければ、そこまで簡単にたどり着けません。 

 

甲府市役所で自治体労働者・女性課長の事態をみると 

 国・自治体・大企業内の職場で進められているのは、女性幹部当局促進、女性管理者登用

です。しかし多くの労働者は、「無理して幹部当局どころか管理者にならなくても、安心し

て定年まで働けるゆとりがあればそれでいい」と思っているのではないでしょうか。また、

労働運動としても、管理者をめざすことが目的でもないはずです。 

 身近な調査として、男女別に甲府市役所を調べてみました。 

 

これを２０１８年度から２０２２年度の５年間で集計してみました 

 

・課長職試験対象者数の男女割合でみると、採用時点でより女性が極めて少なくなっていま
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す。男女比での女性割合はわずか１６％です。対象年齢・勤続年数に達する前に「自己都

合退職」する女性職員多いことがわかります。 

・「手上げ方式」ですから、課長職試験に臨む男女は少なくなっています。今の課長職も大

変な仕事量と責任が強められ、特に女性職員の受験者はさらに少なくなる傾向があります。 

・しかし、試験に臨む人の中での男女合格率は圧倒的に女性の合格率が高いことがわかりま

す。当局による女性の「ポジティブアクション」（積極的格差改善措置？）が行われてい

ると考えらえます。 

 

女性管理者促進は女性労働者への理解を深めるとは限らない 

このように根本的な職場のゆとりにむけた改善がないままの女性積極的登用では、試験制

度自体を歪めます。また、女性課長となってからも大変です。女性管理者の仕事上の無理や

強まる責任から、課長の「自己都合退職」や「降格願い」も少なくありません。 

 労働と責任で疲れイライラした女性課長が、女性労働者につらく当たることも考えられま

す。また、男性課長の場合「セクハラになるからそこまで言えない」と遠慮しても、女性課

長の場合には「セクハラにならないから」と許される職場の雰囲気も考えられます。 

ＩＬＯ（国際労働機構）は女性の健康と女性管理者に対して、次のような興味深いことを指摘

しています。 

ＩＬＯ多くの女性管理者は・・・寛容ではなく 

女性はあらゆる点で男性と対等に扱われるべきですが、ただ、その健康体験のいくつかの局面だけは

異なります。・・・多くの女性管理者は、仕事にすぐれていただけでなく、上記に概説した女性の健康

問題のいずれも経験しなかったために、高い地位に達します。このことから、彼女らの中には、このよ

うな困難を抱えるほかの女性に対して寛容ではなく、そして非協力的となる人がいます。職場における

女性の地位にたいする抵抗の１つの主領域は、女性自身でありうるように思えます。 

（『ＩＬＯ産業安全保健エンサイクロペディア』２００４年） 

つまり女性管理者になる人とは、仕事ができるだけでなく、女性の生理や妊娠出産の障害や更

年期障害などの健康上の困難さを経験することのなかった人が多い。こういった女性管理者の中

には、健康上の困難さを抱えている同性の女性労働者にかえって厳しく対応する人がいる。だか

ら職場の女性の地位の向上を妨げるのは「女性自身でもありうる」としているのです。 

その場合、女性管理者が自身の厳しい健康問題を経験しなかったから〝無理解タイプ〟の人
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もいるはずですし、自分が苦しみを経験してきたからこそ「あなたたちも頑張るのが当然です」と

いう〝我慢と競争タイプ〟の女性管理者も多いと思われます。 

 

女性管理者になっても・・・健康といのちの厳しさが続きます 

また、〝我慢と競争タイプ〟で無理する女性管理者だからこそ、「自己都合退職」や「降格願い」

も多く、未婚だけでなく離婚率も死亡率も離職率も男性管理者より女性管理者に多いはずです。 

２０００年までの厚生労働省の調査でもそのことを明らかにしていました。しかし、これらの調査

はそれ以降公表されていません。「女性活躍」「ジェンダー平等」で「女性幹部」「女性幹部」の促進

が声高に主張されている時だけにおかしいと思うのが普通です。これでは「女性活躍」「ジェンダ

ー平等」とされながらも、企業にとっての「企業のための女性活躍」であり「平等」です。 

女性間の競争を誘導するとともに、さらに全体の労働者競争＝権利破壊をさらに強める政策的

な意図を感じます。 

公表されていた女性管理者の実態 
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確実に女性管理者は大変 

 

 

８．全体の働く男女ために、まず女性として改善を 

① 妊産婦保護と生理障害、更年期症状の問題にこだわる 

●妊産婦だけの期間限定型の母性保護では極めて不十分であり、これでは期間限定の妊婦の

保護もできないこととなります。この妊産婦保護に力を込めることです。 

妊産婦の権利状態は？「みんなで妊婦を守ろう！」の取り組みを！ 

職場環境は？ 暖房は？ 冷えは？ 休憩室や休養室で横になれるか？ 長いすはある
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か？ 屋外のイベントはやらせるな 残業はさせない 出張はさせない 

妊婦・産婦の保護の意識から、女性全体、ゆくゆくは男女全体の労働者の働き方を考えて

いくための契機にしていきたいものです。 

ここで考えたいこと 

・そもそも女性（男性も）への過重労働と低賃金の日々によって「結婚したい」「子どもが

欲しい」という当たり前の考えが疲れて摩滅し、持てなくされていることはないだろう

か？ そもそもゆとりもないし機会もない状態・・・ 

・同時に、切実に「子どもが欲しい」との思いがあっても、母体の心身の蓄積疲労によって、

妊娠困難な母体の状態になっているのではないだろうか？ 

例えば、男女労働者、特に女性労働者の心身の健康不調状態からも不妊治療の初回受給件

数は１４万件も。生殖補助医療による出生児数は全体の１０％であり約８万人（２０２１年政府広報室）

にもなっています。 
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いうまでもなくこれからの労働法の改悪は、この傾向を強めるばかりです。「少子化対策」とす

るなら低賃金長時間過密な労働実態・不安定雇用を是正しない限り、その改善はありえません。

独占資本のための労働法改悪を止めるしかないのです。 

そのためにも、賃金の引き上げと職場のゆとりと心身の健康です。日常の生理の状態を問

題にし、生理休暇にこだわる。また更年期症状・更年期障害に取り組む。健康的な妊娠と出

産こだわる。すべてにおいて、生理の状態は健康のバラメーターですから、生理の安定性は、

妊娠出産の状態や更年期症状の安心に関連しています。 

② 女性の危険･有害労働・過重労働を許さず、最低限の法的規制を 

●最低限、労働安全衛生法〔女性労働基準規則〕にある規制対象の労働はおこなわない 

・妊産婦だけでなく、女性全体が有害物質・重量物作業はおこなってはならない。最低限の

ことをとにかくしっかり守る。 

  １号  重量物業務の規制  ６０キロ÷３０キロ以上＝女性は３人で対応すること 

  １４号 高さ５ｍ以上    ボールが屋根に ホール天井の蛍光灯の取り替え 

  １８号 有害物質      給食室の塩素消毒 屋根のペンキ塗りをしない 

  ２０号２２号 暑熱・寒冷  給食室 屋外作業の見直し 冬や真夏の屋外イベント 

・以前は、女性労働基準規則の表ある有害、危険労働のすべてが女性全体に禁止されていた

ことからも、本来女性がすべき作業ではないことの認識を。 

●１９８５年以前の労働条件・長時間規制・休日労働の禁止・夜間労働の禁止を頭にいれて

おく。解禁される前の１９８５年以前の有害労働の禁止作業を頭に入れておく 

本来、男女共に危険・有害作業・過重労働はすべきではないが、特に女性労働者は男性よ

りリスクが大きく、このことを無視して労働すると、まず女性労働者の健康と安全が損なわ

れる。これらを男女労働者、特に女性労働者にとっての原則であり目指すべき目標とする。 

③ 女性独自の視点で、まず女性から職場を調査し、改善をはかる 

労働環境・労働条件を、まず女性の独自の視点で見直し改善を求めること。女性の「カナリア効

果」（安全衛生上の感度が高いこと）。この場合、労働安全衛生法令などを徹底活用すべきです。 

●「職場が暗い。廊下や階段、駐車場がこわいからもっと明るくして」 

・仕事中に通路を歩くのも仕事。最低でも、廊下・階段は１５０ルクス以上必要。 

・男性の場合は、「暗い＝暗い＋足元が注意」で済むが、女性の場合「暗い＝暗い＋足元注
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意＋不安・怖い」がつきまとう。 

男性はなかなか理解できない。そのことをまずは女性部で話し合おう。 

例えば、女性が暗い駐車場などを歩く場合、懐中電灯を持つだけでなく、スマホを手に持

つ人、携帯電話をかけながら行く人が多くいます。暗い中での携帯は女性にとって心強いと

いう心理があるのです。  

 

照度の最低基準 事務所衛生基準規則 

作業の区分 基 準 

一般的な事務作業 ３００ルクス以上 

付随的な事務作業 １５０ルクス以上 

 

※ これは法的な最低基準で、これ以下は事業者が罰則となる。実際の基準はＪＩＳ基準で

す。ＪＩＳ基準で調査しましょう。 

※ 照度計で女性が暗いと感じるところを組合や安全衛生委員会で点検してみましょう 

●「女性一人残るような遅い超勤にならないように配慮を」 

「女性だけの戸別訪問徴収はこまります」「クレーマー的な人の対応には男性（特に課長）

にもすぐ入ってもらいたい」 

職場暴力が増加している中で、その不安や怖さを出し合いましょう。またアンケート調査

などでその実態を把握して、不安や怖さを安全衛生上の要求としていきましょう。 

●「この寒さは、女性にはきついので、暖房を」 

 室温の基準 事務所衛生基準規則 第５条（空気調和設備等による調整）  

３  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が１７度以上 

２８度以下及び相対湿度が４０％以上７０％以下になるように努めなければならない 

 「腰や足が冷える場合には、昔は足温器や小さな電気ストーブだった。いまは節電の影響

で湯たんぽになっています。」組合として湯たんぽやひざ掛け、暖房の要求を。 

快適温度は男女差、年齢差、夜勤か日勤かなどで異なりますが、女性の冬は男性より１～

２度ほど高めが快適です。 

●「この床のコンクリートでの立ち作業は 女性（特に妊婦）に良くない（腰

痛・生理・妊娠出産）ので改善を」  
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冷たいリノリュウムの床の職場は 女性の体には良くないので床の張替えを 

↓ 

せめて靴の支給をして 

↓ 

せめて靴の中敷き（インソール）を 

・女性の立ち作業の連続は良くないので、法令にある「立ち作業用の椅子」をおくべきです。 

事務所衛生基準規則 （立業のためのいす）  

第２２条  事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会の

あるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。             

（同じく労働安全衛生規則６１５条） 

●「この机の高さは女性のサイズには合わないので新しい机を。せめて足台を」 

職場の施設、機器、道具、保護具は若い成人男性を基本にして設計されている。施設、機

器、道具を女性の身体＝サイズに合わせる要求を。 

ＶＤＴガイドラインから机･イスの高さはどうなっているのか？ マウスのサイズは？ 

特に机は成人男性のサイズとなっているだけに、女性には使用上の支障が生じる。女性サイ

ズの机か足台や踏み台などの要求も。 

●「身分証明書のネームプレートでは怖いから、簡略なものにしてもらいたい」 

ネームプレートの危険性は？ 特に今のようなフルネームの「身分証明」でいいのか？ 

※１９９３年甲府信金誘拐殺人事件：企業を狙った誘拐犯罪だが、犯人は下見に来て、新人

用の大型のネームプレートのフルネーム「内田友紀」に決め呼出しをしました。普通の信

金のネームプレートは「姓」だけであった。 

・通常は、表の「姓」だけのネームプレートで、身分を証明したいときには裏返して「姓名」

表記など表 裏の使い分けのできるものへの改善を。 

●「すこしでも危なくないカウンターに改善してください」 

刃物を持ってカウンターの中に入り、職員を傷つけた事件もあった。 

・「カウンターの幅が狭いと殴られやすいのでは？ 幅のあるカウンターを」 

・「カウンター内に入る出入り口が開放的すぎるのでは？ レイアウトの改善を」 

・「苦情をぶつけられる相談窓口で、女性一人での対応は怖いので管理職か男性を含めて複

数対応にしてほしい」 
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●「男女別でないといけない。清潔でないと、安全でないと困るから」 

休憩室 休養室 トイレ 洗面所 更衣室の安全と施設の改善 

これらの施設は女性にとって特に大切です。女性の身だしなみや身繕い、生理の対応、妊

産婦は当然男性とは異なる。「休憩室」は男女別でないとくつろげない。「更衣室」が心配、

寒い。「トイレ」は男女別でないとストレスが強くなる＝男女別の徹底もはかること。妊産

婦の徹底保護を全力で取り組む。 

●「生理の女性や妊婦がいるのに、横になって休養するスペースがないのはお

かしい」 

・「休養室は安全衛生法の義務だと知らなかった。せめてコーナーをつくってほしい」             

④ 女性の健康と安全の必要な知識を知らないと損するので学習を 

一定程度の知識がないと何をどう調査していくのかもわかりません。 

・男女の労働者の知識として性差とは何かの学習を。妊産婦保護とは？ 生理とは？ 更年

期とは何かの学習も必要。 

また、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則、職業病とは・・・の入門的な学習も必要。 

⑤ ポジティブアクションは 労働運動から 安全衛生委員会から 

・全体の男女の労働者のためにも女性の感度からの積極的な要望と活動が必要です。 

危険有害･不衛生な作業な作業はあるか？ 過重労働となっていないか？ 仕事で必要な

ものを自己負担していないか？ 

それには、安全と健康問題での女性・女性部の独自の話し合いや取り組みが不可欠です。

労働組合に女性の見解を持ち込み、安全衛生委員会に女性の主張を持ち込むこと。女性は集

会の司会や花束贈呈担当だけではなく、もっと独自の主張と行動を。安全衛生委員にはもっ

と女性の委員を必要とすること。 

それには女性部としての独自の活動、独自の話し合いが重要になります。 

⑥ 仕事を頑張り続けるか？ 辞めるか？ の二者択一ではなく 

定年まで安心して働けるように、離職＝自己都合退職が強いられないように、心身のゆと

りの確保や、そのための環境と労働条件の改善を目指すべきなのです。頑張って仕事ばかり

しないようにする。一息つく。声を掛け合う、雑談しあうことが必要です。 
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⑦ 男女平等とは権利であり、「同じ仕事をする」ことではないという認識を 

労働者側の取り組みの基本には、男女平等というしっかりした考えが必要です。 

男女平等とは性差を保障する女性の権利であり、「男女が同一の労働をする」ことではあ

りません。ましてや今のように『男女で同一の有害･過重な労働をする』状態では特に女性

が危険です。 

労働者側は、男女ともに性差を知り、男女平等の権利という意識をまず持つべきです。そ

して男女ともに過重労働・危険有害労働をなくしていくことを基本的方向とすべきです。 

 

女性が健康で安心して働きつづける取り組み課題のまとめとして  

●女性が健康で安心して働き続けるために、健康と安全を基本とした女性として（女性部として）

の独自の視点からの取り組みが必要です。 

●「仕事上の男女同一」ではなく、性差の認識と対応から「権利としての男女平等」を目指すこと。

女性にリスクが強い特有の健康と安全問題から、学習・調査･点検をし、そして改善をめざすこ

とです。 

●職場アンケートや健康診断結果は男女別・正規非正規別にとり、困難な事態を見出し、健康と

権利の底上げをはかることです。 

※ 政府統計でも、この３０年間、とくに１０年間で「女性活躍」といわれても性差（男女別）統計が

止まっています。また、政府内の来年の大きな労働法の「改正」議論でも女性についての議論が

ないのです。確実に「男女同一」されています。これはいけないことです。 

●まず女性同士が雑談できる職場、なんでも話し合いができる職場をめざすこと。  

●女性からの「怖い」「不安」「困る」「きつい」「つらい」が出されないと、全体の改善となりません。 

●健康と安全の確保は、危険有害性に気付く「ウグイスの感度」で、女性こそが「さきがけ」となる

べきです。それが男女全体の労働者の職場環境改善、労働条件の改善につながります。 

●つながりがスマホばかりになっています。まずは対面です。スマホでも声でも話しましょう。 

 

９．まず職場の会話・雑談を意識して始めよう 

さあ頑張って雑談からはじめて実態を交流しましょう！  

■スマホのやり取りもすべきです。でもやはり、「生」で、顔を合わせて（「フェイス トゥ 



 45 

フェイス」）での会話・雑談です。 

「ふぅー疲れるよね・・・」「アァやーだねー」 

「こんなことしろといわれてもね・・・」「こんな怖い事があったよ」 

「どうも、このところ肩が痛くてねー」「あそこの診療所は丁寧だからいいよ」 

「あなた、それならシップは温シップだよ」 

「うちに帰ったらとにかく疲れてころがっているだけだよー」 

■仕事や生活や身体の雑談の中から、働く女性どうしの信頼と健康と安全の課題が見えてく

るはずです。 

 甲府市では２０１９年～２０２０年にかけて市職の仲間２名の自殺災害がありました。厳

しい過労は、急なうつや精神障害を発症します。この場合、動作・言動だけでなく、周りの

人はその人の顔や目を見ただけで気がつきます。たとえ本人が気づかなくても、本当は周囲

で気がつくのです。 

 そのためにも日頃の雑談に効果があるのです。特にメンタルヘルスの効果です。孤立した

過労自死の女性や甲府市職員の苦しみも事前にわかるはずです。 

最悪の事態を止めることができる可能性もあるはずです。 

■勤続年数が長い人は、時々雑談として職場の昔話もしましょう！退職者との雑談もやるべ

きです。 

 「３０年前はチャイムを後ろに聞きながら階段を下りて帰ったものだ」 

 「午前１０時と午後３時の休息時間があったこと知っている？」 

 「年始はみんな着物だった。もちろんその日は仕事などしないよ」 

 「徹マン（徹夜マージャン）で、３日やったことも」 

■いくつかのいのちや健康を奪う要因があります。もくもくと静かに仕事だけをしているこ

とは危険です。孤立無援にさせられて話し相手もいないことは、仕事における競争と個人責

任が強められるだけです。今の人減らしは、「先行き不安の過労離職」です。 

■だからこそ、まず職場の雑談、会話です。管理職の目があるなら・・・洗面所でも廊下で

もエレベーターでもすべきです。仲間との疲れない趣味の遊び・ランチ会・飲み会も大切で

す。女性部で組合費を使ったランチ会だけをしているところもあります。 

このことは思考力＝メンタルヘルスも維持しますし、仲間があることで絶望の手前で留ま

ることもできます。そして共通のつらい思いをしている仲間との絆づくりの基礎です。権利

ための改善・是正にむけた出発点は、ムダ口の雑談からです。 
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